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令和６年度福岡県後期高齢者医療広域連合における 

適正服薬推進事業の実施について（依頼） 

  

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、福岡県後期高齢者医療広域連合より標記事業について別添のとおり協力依頼

の連絡がありましたのでお知らせいたします。 

本事業は、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、重複・多剤服薬や併用薬に注意

が必要な可能性のある高齢者等に対し、服薬状況や薬のリスクについての通知にて、

薬局や医療機関への相談を促し、適正な服薬の推進を図ることを目的としております。 

通知書を持参された患者から薬についてご相談があった際には、必要に応じて医師

と情報連携していただくなどのご対応をお願いいたします。また、対応した内容に関

するアンケートへの回答も併せてお願いいたします。 

ご多忙中のところ大変恐縮ですが、昨年度の事業実施における効果検証レポートと

併せまして貴会会員へご周知のほどよろしくお願いいたします。なお、同様の通知が

福岡県医師会を通じて県内の医療機関に対しても周知されていることを申し添えま

す。 

記 

■事業の流れ（※詳細【別添１】参照） 

①福岡県後期高齢者医療広域連合の委託業者が、重複・多剤服薬等の可能性がある高

齢者を抽出し、被保険者へ通知書を送付（今年度：約 2,000 人） 

②対象となった高齢者（患者）が薬局へ相談 

③薬剤師は通知内容を確認し、必要性があれば医師と情報連携 

④相談対応および処方見直し 

 

■実施時期 

令和６年９月下旬発送予定 

 

■実施対象者（75 歳～94 歳・11 剤以上の処方されている方）（※詳細【別添１】参照） 

①複数の医療機関から処方があり、重複服薬の疑いがある方 

②複数の医療機関から処方があり、多剤服薬の疑いがある方 

③その他、併用服薬に注意が必要な可能性がある方 

 

■対応した内容に関するアンケート（所要時間：２分程度） 

         
https://forms.gle/HCEikcvGNcNuGX5w8 

以 上 

https://forms.gle/HCEikcvGNcNuGX5w8


【別添１】



適正服薬推進事業 概要  
１ 事業目的 

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、重複・多剤服薬や併用服薬に注意が必要な可能性がある高齢者等に対

し、服薬状況や薬のリスクを効果的に伝えることで、薬局や医療機関への相談を促し、適正な服薬の推進を図る。 

 

２ 実施内容 

   ・令和５年12月から令和６年５月診療分の調剤及び医科（入院外）レセプトを分析し、服薬状況に課題が見 

込まれる方を抽出し、処方された医薬品内容を記載した通知書を送付する。2,000人抽出予定。 

（令和６年９月下旬発送予定） 

   ・通知が届いた対象者には、この通知をもってかかりつけ医師・薬剤師に相談する。 

   ・通知が届いた対象者が医療機関及び薬局へ相談に来られた際は、服薬内容についてご確認し、薬に関する質

問や不安等を確認する。必要に応じて服薬指導や処方の見直し等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業の流れ＞ 

※薬剤師の皆様に御協力いただきたいこと 

上記③④において、患者から通知を持って薬についてご相談があった場合に、薬の相談に対応していた

だくとともに、通知の内容について必要性があれば医師と情報連携していただくなどのご対応をお願いし

ます。 

 

３ 実施対象者（７５歳から９４歳） 

  ①重複服薬の疑いがある方 

   複数の医療機関から同じ成分または薬効の医薬品が継続的に処方されている方 

  ②多剤服薬の疑いがある方 

   複数の医療機関から対象者抽出月に、内服薬又は全身作用のある外用医薬品で11剤以上の処方されている方 

  ③その他、併用服薬に注意が必要な可能性がある方 

   病名との組み合わせ、併用しているお薬との組み合わせ 等  

     ※末期がん（麻薬使用者）、指定難病、HIVにかかっている方は対象外です。 

 

４ その他 

  ・現在の服薬状況に課題が見込まれる方を抽出しているため、処方の変更が必ずしも必要というわけではあり 

ません。 

  ・通知書を利用して、被保険者が抱える薬に関する困り事を専門家である医師や薬剤師に相談し、適正な服薬 

につなげる取組みになります。 

別紙 

 

広域連合
受 託 業 者

レセプト情報を分析し、重複・多剤服

薬等の可能性がある高齢者を抽出

令和６年度：約2,000人

・レセプト情報提供(医科・調剤)

医
師
会

薬
剤
師
会

対象高齢者

通知書送付（重複・多剤服薬等）
（R6年度 9月末）

医
療
機
関

薬
局相談対応

相 談

処方見直し
相 談

事業スキーム

委託

一体的実施事業との連携（服薬に関する訪問指導等）市町村
通知対象者の情報提供

連
携

④ 連携

④

2

1

2

4

4

3



 

令和６年９月吉日 

被保険者の皆様へ 

福岡県後期高齢者医療広域連合  

（受託事業者 株式会社ＪＭＤＣ） 

 

お薬の服用に関するお知らせ（令和６年度） 

 

この度、お薬の種類が多い方や飲み合わせに注意の必要な方に、お知らせをお送

りしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～注意事項～ 

▪ この通知を受け取っても自己判断でお薬をやめたり、減らしたりするのはお止

めください。 

▪ 記載されているお薬の情報は最新でない場合がございます。既にお薬の見直し

がされた方にも届く場合がございますのでご了承ください。 

▪ どこに相談をすればよいのかわからない場合は、下記までお問合せください。 

 

お問合せ窓口：コールセンター(福岡県後期高齢者医療広域連合業務委託先) 

電話番号：○○○○-○○〇-○○○（通話料無料）                

受付期間：10 月 1 日～10 月 31 日 平日 8 時半～18 時 

 

 

 

お問合せ窓口に 
電話して相談する 

医療機関や薬局へ 
持参して相談する 

 

かかりつけの医療機関 または 薬局に 

この通知一式を持参し、お薬の内容を 

 
確認してもらってください。 

 

 

・処方されているお薬の種類が多くないか 

・お薬の飲み合わせに注意が必要ではないか 

・規定の用量を超える処方がされていないか 

 

 

・おくすり手帳 

 （複数持っている場合は全て） 

・保険証 

・この封筒の同封物一式 

確認する内容 持っていくもの 

対象者への案内文（見本） 
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【別添２】












































